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今後における労災保険の窓口業務等の改善の取組について 

 

 

 業務上又は通勤による傷病に罹患した被災労働者及びその遺族に対して懇切・丁寧な対応

を行うことの重要性・必要性については、多言を要しないところである。 

 また、これまでに実施したアンケート調査の結果等から、現在行っている取組が国民の皆

様の要望に合致していることが判明した。 

ついては、これまで毎年度指示してきた標記の取組については、今後、下記に従い恒久的

な取組としてこれを進めることとしたので、適切に対応されたい。 

 

記 

 

１ 相談者等に対する丁寧で分かりやすい説明の実施等 

（１）労働基準監督署（以下「署」という。）の窓口に相談に訪れた者（労災請求等を行おう

とする者、既に請求等を行っている者を含む。以下「相談者等」という。）に対して、パ

ンフレット等を活用して懇切・丁寧な説明を行うこと。 

   説明に際しては、求められた事項について説明を行うにとどまることなく、相談内容

から相談者等の置かれた状況を的確に把握し、当該相談者等が請求することができると

思われる労災保険の各種給付（社会復帰促進等事業による給付を含む。）について、漏れ



のない説明を行うよう特に留意すること。 

   なお、相談者等への説明に活用するパンフレット等については、本省において順次改

善を図り、別途送付する予定であるので、これらの活用を図ること。 

（２）相談に際して、相談者等から時間や相談環境等の要望がある場合には、可能な限りこ

れに配慮すること。 

また、相談者等が複数回にわたり相談等に訪れた際には、同一の担当者が相談等に当

たる又は相談の経過等を担当者が容易に把握できる仕組みを採用する等の措置を講じる

ことにより、相談者等に詳細な説明を繰り返し求めることのないよう配慮すること。 

（３）請求に関する相談のあった場合、いたずらに業務上となる可能性の低いことを説明す

る等により、労災保険給付に係る請求の受付を拒むようなことは厳に慎むこと。 

   また、労災保険給付に係る請求の取下げは、本人の意思に基づくものであることから、

本人又は代理人の真意に基づくものに限って取下げの処理を行うこと。 

なお、取下げの意思のない者に取下げを指導することは厳に慎むこと。 

 

２ 処理に長期間を要している事案についての処理状況の連絡の徹底 

  労災請求を受理してから３か月を超えてもなお保険給付等の決定の通知を行っていない

事案（１週間以内に決定の通知を行うものを除く。）については、担当者から請求者に対

し、原則として電話により処理状況等の連絡を行うこと。 

  連絡に際しては、請求等に係る調査の進行状況及び当該請求等に対する決定がなされる

時期の見通しについて説明するほか、調査等に対する請求者の要望等があれば丁寧に聴

取・記録し、その内容を踏まえて、必要に応じ追加の調査等を行うこと。 

  また、その後、概ね月１回の頻度で請求者に対して調査の進行状況等の連絡を行うこと。 

  また、電話等により処理状況の連絡を行うに当たっては、請求者以外の者に誤って処理

状況を知らせることのないよう、本人確認を徹底すること。 

  なお、この取扱いは、「労災保険給付事務取扱手引」（平成 13年３月 30日付け基発 237

号）に定める、請求人への処理状況等の通知等を行うことを妨げる趣旨ではないこと。 

 

３ 不支給決定を行った場合における不支給決定理由等についての分かりやすい説明の実施 

  脳・心臓疾患事案、精神障害等事案及び長期未決事案（請求書受付後６か月を経過した

もの（「第三者行為災害事案」を除く。）をいう。）の不支給決定を行った場合には、当該



不支給決定に対する請求者の納得性を高めるため、支給要件の概要、当該不支給決定理由

のポイント、審査請求手続等について、請求者に対する分かりやすい説明を行うこと。 

 

４ 国民の声を踏まえた取組の改善 

  従来、本取組については、アンケート調査を毎年度実施し、国民の満足度等を把握して

取組の改善を図ってきたところであるが、今後は、このアンケート調査を数年に一度の実

施に改めるとともに、平成 23年３月 25日付け基労発 0325第３号「国民の皆様の声の組

織的な共有等による業務等の改善の取組について」により指示するところに従い、取組の

徹底及び改善等を行うこと。 

  

５ 効果測定結果 

  平成 22年度の効果測定結果については、別紙のとおりであるので、各局において、行政 

サービスの改善に向けた検討を行う上での資料とし、活用を図ること。 

  

 

 

 












